
森林作業道の改良・補修補助金について 

〇森林作業道の改良・補修補助金の概要 

【交付対象者】 

 ①市内に森林を所有する方 

 ②市内の森林に係る森林経営計画の認定を受けた方 

③生産森林組合 ④森林組合 

【補助率】 

 93.5％（上限 100 万円/人） 

 ※別に定める単価と事業費のいずれか低い方の 93.5％を補助しま

す。 

〇注意事項 

 ※補修・改良における規格構造及び施工方法は、岩手県森林作業道作

設指針並びに県の定める森林作業道整備実施基準及び森林作業道開設

基準によるものとします。 

※交付額は森林所有者１人につき年 100 万円までです。 

※関係する地権者全員の同意が必要となります。 

※実施箇所によっては各種法令により行為制限がかけられている場合

がありますので、お早めにご相談ください。 

  

【担当・連絡先】 

宮古市 産業振興部 農林課 林政係 

☎68-9097 e-mail：norin@city.miyako.iwate.jp 



森林作業道維持管理事業の補助申請にあたって 

 

１．はじめに 

 本事業は、温室効果ガス排出削減や、災害防止を図るために森林整備を行う観点から設立さ

れた、「森林環境譲与税」を活用した事業です。 

 既存の森林作業道の補修、改良を補助することで山林への出入りを増加させ、ひいては山林

の荒廃を防ぐことを目的としています。 

 

２．補助について 

 山林所有者の方が、既存の森林作業道を補修、改良するためにかかる経費に対し、 

93.5%（上限 100 万円）を補助します。 

 

３．補助のおおまかな流れ  

山林所有者（申請者） 宮古市 

①申請  

 ②審査 

 ③交付決定 

④補修、改良を実施  

⑤完了  

 ⑥検査 

⑦補助金請求  

 ⑧支払い 

 

４．申請にあたって 

 申請には以下の書類が必要になります。 

 ①申請書（様式第１号、別紙１、別紙２） 

  宮古市で定めている様式がありますので、そちらに記載して提出をお願いします。 

 ②現地の写真 

  任意の様式で構いません。 

 ③位置図 

  任意の様式で構いません。 

 ④業者による見積もり 

  「補修、改良にかかる金額（見積額）」と、「宮古市で定める単価（岩手県で定める森林作

業道標準単価）」とを比較し、金額の低い方を、補助金算定の基準額とします。 

 ⑤同意書 

  補修、改良を予定している路線が、他の人の土地を通る場合は、その方の同意書の提出を

お願いします。 

 


